
内服滴剤の入力について 

内服薬の総量を記載し、処方箋に「日分」を印字したくない場合は、マスター保守にて設定を行います。 

設定は薬剤マスターごとに行ってください。 

 

１．設定方法 

例）マスター登録済みのラキソベロン内用液 0.75%に設定する場合 

① レセコンのメインメニュー＞  マスター保守  をクリックします。 

② 行為区分選択から  内服薬  をクリックします。 

③  F6検索  をクリックし、検索キーに「ラキソベロン」と入力します。 

④  Enter  を押すと検索結果が表示されます。「ラキソベロン内用液 0.75%」をダブルクリックします。 

⑤ ラキソベロン内用液 0.75%の登録内容が表示されます。画面右側にある「内服滴剤」をクリックし、 

チェックを入れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥  F5登録  をクリックします。 

⑦ ほかの薬剤マスターにも設定する場合は、③～⑥の手順で登録を行ってください。 

 

２．診療行為入力 

内服滴剤にチェックを入れた薬剤マスターを入力する場合は、1剤 1銘柄で回数を「1」として入力します。 

例）ラキソベロン内用液 0.75% 10mLを処方する。 
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＜処方箋印刷イメージ＞ 

 


